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【手続補正書】
【提出日】令和3年6月18日(2021.6.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験体の視力をスコアリングするための視力モデルを生成するためのコンピューター実
行システムであって、
　前記コンピューター実行システムは、
　実行可能な命令を行うように構成されるオペレーティングシステムおよびメモリを含む
デジタル処理装置と、
　コンピュータプログラムとを備え、前記コンピュータプログラムは、
　　ａ）１つ以上の視力表設計パラメータを得ること、
　　ｂ）被験体の視力検査データを収集すること、
　　ｃ）候補視力パラメータの１つ以上のセットから、チャート特有の視力パラメータの
第１のセットを選択すること、
　　ｄ）視力モデルを生成することであって、
　　　ｉ．チャート特有の視力パラメータの第１のセットを含む、単一の視標の心理測定
関数を生成すること、
　　　ｉｉ．単一の視標の心理測定関数を使用して、複数の視標の心理測定関数のファミ
リーを計算すること、および、
　　　ｉｉｉ．複数の視標の心理測定関数のファミリーを使用して、チャート特有の視力
パラメータの第２のセットを含むチャート特有の心理測定関数を生成すること、を含む、
視力モデルを生成すること、
　を行う、ソフトウェアモジュールを含むスコアリングアプリケーションを作成するため
にデジタル処理装置によって実行可能な命令を含み、　
　ここで、視力モデルは、１つ以上の視力表設計パラメータに基づいて被験体の視力検査
データを得る確率を推定するように構成可能である、コンピューター実行システム。
【請求項２】
　（ｃ）の後に、および（ｉ）の前に、表不変の感度パラメータの第１のセットを含む感
度に基づく心理測定関数を生成することをさらに含み、ここで、表不変の感度パラメータ
の第１のセットは感度閾値および感度範囲を含み、および、表不変の感度パラメータの第
１のセットは、チャート特有の視力パラメータの第１のセットに基づいて生成される、請
求項１に記載のコンピューター実行システム。
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【請求項３】
　感度に基づく心理測定関数は、１つ以上の視力表設計パラメータから独立しており、感
度に基づく心理測定関数は、１つ以上の視力表設計パラメータ、および、被験体の１つ以
上の追加のパラメータに基づいて生成され、被験体の１つ以上の追加のパラメータは表不
変であり、および、感度に基づく心理測定関数は、被験体の視力パフォーマンスを、１つ
以上の視標サイズの関数ｄ’として、および、１つ以上のチャート設計パラメータから独
立して、記述するように構成される、請求項２に記載のコンピューター実行システム。
【請求項４】
　（ｉ）の前に、感度に基づく心理測定関数を、単一の視標の心理測定関数に変換するこ
とをさらに含む、請求項２に記載のコンピューター実行システム。
【請求項５】
　チャート特有の視力パラメータの第１のセットは、視力閾値および視力範囲を含み、単
一の視標の心理測定関数はチャート特有であり、チャート特有の視力パラメータの第２の
セットは、視力閾値および視力範囲を含む、請求項１に記載のコンピューター実行システ
ム。
【請求項６】
　チャート特有の視力パラメータの第１のセットあるいは第２のセットは、視力閾値、視
力範囲、視力勾配、２つの検査条件間の視力閾値の変化、２つの検査条件間の視力範囲の
変化、２つの検査条件間の視力勾配の変化、あるいはそれらの組み合わせを含み、チャー
ト特有の視力パラメータの第１のセットあるいは第２のセットは、そのパラメータのため
の少なくとも１つの事後確率密度関数を含み、チャート特有の視力パラメータの第１のセ
ットあるいは第２のセットは、少なくとも２つの異なる検査条件から視力閾値のための事
後確率密度関数を含む、請求項１に記載のコンピューター実行システム。
【請求項７】
　少なくとも２つの異なる検査条件は、第１の検査条件および第２の検査条件を含み、第
１の検査条件はより低い輝度で測定され、第２の検査条件はより高い輝度で測定される、
請求項６に記載のコンピューター実行システム。
【請求項８】
　１つ以上の視力表設計パラメータは、視標の総数、１行当たりの視標の数、視標サンプ
リングの方法、視標サイズ、行の数、および被験体の応答、あるいはそれらの組み合わせ
を含む、請求項１に記載のコンピューター実行システム。
【請求項９】
　複数の視標の心理測定関数のファミリーにおける１つ以上の関数は、視力表またはサブ
チャート中の１行当たりの視標の数に基づく、請求項１に記載のコンピューター実行シス
テム。
【請求項１０】
　被験体の視力をスコアリングするための視力モデルを生成するためのコンピュータシス
テムであって、
　前記コンピュータシステムは、
　実行可能な命令を行うように構成されるオペレーティングシステムおよびメモリを含む
デジタル処理装置と、
　コンピュータプログラムとを備え、前記コンピュータプログラムは、
　　ａ）１つ以上の視力表設計パラメータを得ること、
　　ｂ）被験体の視力検査データを収集すること、
　　ｃ）１つ以上の視力表設計パラメータ、被験体の視力検査データ、あるいはその両方
に基づいて、候補視力パラメータの１つ以上のセットを生成すること、
　　ｄ）候補視力パラメータの１つ以上のセットから、チャート特有の視力パラメータの
第１のセットを選択すること、
　　ｅ）視力モデルを生成することであって、
　　　ｉ）チャート特有の視力パラメータの第１のセットを含む、単一の視標の心理測定
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関数を生成すること、
　　　ｉｉ）単一の視標の心理測定関数を使用して、複数の視標の心理測定関数のファミ
リーを計算すること、
　　　ｉｉｉ）複数の視標の心理測定関数のファミリーを使用して、チャート特有の視力
パラメータの第２のセットを含むチャート特有の心理測定関数を生成すること、を含む、
視力モデルを生成すること、
　　ｆ）視力モデルおよび候補視力パラメータの１つ以上のセットを使用して、視力検査
データを観察する確率を生成すること、
　　ｇ）前記確率に基づいて、被験体の候補視力パラメータの１つ以上のセットをランク
付けすること、および、
　　ｈ）ランクに基づいて、被験体の候補視力パラメータの１つ以上のセットから１つの
セットを選択すること、
　　ｉ）１つ以上の視力表設計パラメータに基づいて複数の候補視力表を生成すること、
　　ｊ）候補視力パラメータの１つ以上のセットの各々のランクに基づいて、複数の候補
視力表をランク付けすること、および、
　　ｋ）視力検査について被験体に提示されるランクに基づいて、複数の候補視力表から
１つ以上の視力表を選択すること、
　を行う、ソフトウェアモジュールを含むスコアリングアプリケーションを作成するため
にデジタル処理装置によって実行可能な命令を含む、　
コンピュータシステム。
【請求項１１】
　候補視力パラメータの各セットは、視力閾値、視力範囲、視力勾配、２つの検査条件間
の視力閾値の変化、２つの検査条件間の視力範囲の変化、２つの検査条件間の視力勾配の
変化、あるいはそれらの組み合わせを含む、請求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項１２】
　２つの検査条件は、第１の検査条件および第２の検査条件を含み、第１の検査条件はよ
り低い輝度で測定され、第２の検査条件はより高い輝度で測定される、請求項１１に記載
のコンピュータシステム。
【請求項１３】
　候補視力パラメータの各セットは、１つ以上の視力パラメータ、または１つ以上の視力
パラメータの各々のための事後確率密度関数を含む、請求項１０に記載のコンピュータシ
ステム。
【請求項１４】
　被験体の視力検査データは、第１の検査条件のみからのデータ、または、第１の検査条
件と第２の検査条件からのデータを含む、請求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項１５】
　候補視力パラメータの選択されたセットは、視力閾値あるいは視力範囲の第１の事後確
率密度関数を含む、請求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項１６】
　ｈ）の後に、被験体の視力検査データから、第２の検査条件を有するデータを選択し、
および、ｃ）～ｈ）を繰り返すこと、ならびに、
　少なくとも２つの異なる検査条件からの視力閾値のための第１の事後確率密度関数と第
２の事後確率密度関数を使用して、差分布を得ることを含む、請求項１０に記載のコンピ
ュータシステム。
【請求項１７】
　被験体の視力検査データは、少なくとも２つの異なる検査条件からのデータを含む、請
求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項１８】
　少なくとも２つの異なる検査条件は、第１の検査条件および第２の検査条件を含み、第
１の検査条件はより低い輝度で測定され、第２の検査条件はより高い輝度で測定される、
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請求項１７に記載のコンピュータシステム。
【請求項１９】
　候補視力パラメータの１つ以上のセットの各セットは、視力閾値または視力範囲のため
の事後確率密度関数を含む、請求項１０に記載のコンピュータシステム。
【請求項２０】
　ｋ）の後に、選択された１つ以上の候補視力表を用いて被験体からデータを収集するこ
と、および、
　停止基準が満たされていないときには、停止基準が満たされるまで、請求項１０の工程
ｃ）～ｋ）を繰り返すことを含む、請求項１０に記載のコンピュータシステム。
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